
資料１ 

 

地方公務員法（抜粋） 

 

（人事委員会又は公平委員会の委員長） 

第１０条 

 人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなけ

ればならない。 

２ 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長

の指定する委員が、その職務を代理する。 

 


